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企業における保険対応できない貿易・国際物流のリスクとその対策 

―インコタームズ規則の氷山説― 

 

樋口洋平・孫璐婧1✱ 

 

Risks and countermeasures for international trade and logistics  

that companies cannot cope with insurance 

-The Iceberg of Incoterms Rule- 

 

 

貿易・国際物流業務において、売主と買主は通常インコタームズ規則に従い、互いの危険と費用の分担の

取り決めを行う。このような場合、トラブルが生じた際のリスクヘッジとして、海上保険が利用されること

が多いが、海上保険でカバーされるのは、あくまでも物的事象を対象にしたものであり、その対極の人的ミ

スなどから生じる損失については、対象外である。目に見えないリスク、目に見えないコスト故に、見過ご

されがちなこれ等の損失リスクや損失コストをいかにマネジメントしていくかが、これからの時代、企業に

とって非常に重要な要素であり、今回インコタームズ規則との関連性について考察したい。 

 

              Yohei Higuchi, Sun Lujing(NHK Transport Co., Ltd.) 
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１．１．１．１． はははは    じじじじ    めめめめ    にににに    

 

インコタームズ規則においては、売主と買主双方の義務と

して、主に危険負担と費用負担などの所在を規定しているが、

ここでの危険（リスク）と費用（コスト）とは、簡単に言え

ば、タームの区切りを境に、売主と買主がそれぞれ負担すべ

き危険と費用の範囲を意味している。危険に関しては、いわ

ゆる事故やトラブルが発生した際に、誰がその責務を負うか

という事であるが、ここでの責務とは、例えば、取引対象と

なる物品に関して、なんらかの損失が発生し、その損失をリ

カバーすべき責任の所在を意味している。損失をリカバーす

るとは言っても、具体的には、物品に損傷等が発生した場合

は、補修したり代替品を手配したり、もしくは補償金を支払

ってもらたりすることになるが、それ等に係る責任を負う事

を意味している。この様な場合、現実のビジネスの世界にお

いては、売主と買主との間で色々と擦った揉んだした後、イ

ンコタームズ規則の取り決めに従い、最終的にはどちらかが
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損害責任を負うことになるのだが、ここでの損害とは、あく

までも物的損害に対してである。また、その様な物的損害に

ついては、海上保険でカバーするのが通常である。では、ト

ラブル解決に至るまでに要した調整などの時間や労力、手間

などはどうだろうか。本研究ではこれ等について、考察して

みたい。 

 

２．２．２．２．研研研研    究究究究    背背背背    景景景景    

 

物流業界には、「物流コスト氷山説」iという言葉があるが、

簡単に説明すると、物流費を氷山に例え、目に見える物流コ

ストは氷山の一角で、多くの目に見えないコストは海面下に

あるという考え方である。そこで、我々は、インコタームズ

規則を氷山になぞらえて、「インコタームズ規則の氷山説」と

して、インコタームズ規則に隠されている目に見えないコス

トやリスクを追究したいと考えた。 

 そこで、今回我々はインコタームズ規則が対象としている
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ハード面における危険と費用とは対極にあるソフト面を対

象とした危険と費用に注目してみることとした。インコター

ムズ規則の各仕切りを軸に、ソフト面から注目してみた場合、

どのような事が判明するのかをインコタームズ規則と比較

検証したい。なぜソフト面に注目したかは、ソフト面の損害

が保険カバーでは対応が難しい為に、企業として、リスクヘ

ッジを検討する場合に、なにか対策を練っておかないと、「見

えないリスクや損失コスト」を抱えたままマイナス要素とし

て、放置されることが多いからである。そこで、インコター

ムズ規則を軸に、ハード面、ソフト面の両側面から検証した

場合、企業人として、どの様な点に注意しビジネスを展開す

べきなのか、ヒントを得たいと考えた。 

 

３．３．３．３．先先先先    行行行行    研研研研    究究究究    

 

    貿易・国際物流分野において、ソフト面におけるリスクや

コストに注目し、更に、それについて、企業収益やインコタ

ームズ規則との関連性にまで踏み込んだ研究は、調査した限

り無かった為、ここでは独自の見解を示したい。 

我々は、本研究の前に、「貿易・国際物流におけるロスプリ

ベンションの実践」iiと題して、主に今回と同様、人件費ロ

スに関わる F コストiiiにフォーカスを当て、F コストが企業

収益に与える影響やロスプリベンションivを施すことで、企

業収益にどのような変化が生じるのかの研究を行っている。

そこでは、更にインコタームズ規則との関連性に触れてはい

るが、本研究においては、より深く触れていきたいと考えて

いる。   

 

４．４．４．４．検検検検    証証証証    方方方方    法法法法    

 

 インコタームズ規則のタームの仕切りを基準とし、ハード

面、ソフト面それぞれの局面から、インコタームズ規則で規

定している「危険」、「費用」の他に、「損害」、「リスク回収の

可能性」、さらに企業として一番重要である「収益面」との関

連性の面から比較検証を行うこととした。 

  

 

５５５５....判明したこと判明したこと判明したこと判明したこと    

 

 検証の結果、ハード面とソフト面それぞれにおいて、それ

ぞれ異なる傾向が生じた。下記、簡単に検証の結果を纏めた

ものであるが、ハード面におけるインコタームズでは、危険、

費用、損害供に範囲や上限をしっかりと規定することが出来

ることが分かるが、ソフト面においては、これとは逆に、そ

の範囲や上限を決めることが出来なかった。これは主に、ソ

フト面がハード面と違って、「目に見えない」コストやリスク

が対象となっているからだと考えられる。 

 

 

 

図１ インコタームズのハード面とソフト面の比較表 

 

出所：筆者作成 

 

６６６６．結．結．結．結        論論論論    

 

①ハード面のインコタームズとソフト面の裏インコターム

ズは互いに性質が異なるが、表裏一体の存在であることを十

分認識しておく。 

②ロスプリベンションの考え方を導入しながら進めるべき。 

③インコタームズ選択の主導権を握る。 

 

 

 

ある意味無限である裏インコタームズのリスクレンジを出

来るだけ最小限に抑えることが出来る。 

 

危険 費用 損害

通常のインコタームズ
（ハード面）

タームの仕切りで危険が移転す
る時と場所がきっちりと取り決
められている。

タームにおける工程内容に応じ
て物流費が発生し、発生費用に
ついてもタームの仕切り内で完
結する。

物的損害として、主に貨物の損
害補償が発生。一般的に、貨物
の補償額の上限が決まってい
る。（＝保険対応の場合だと、
CIF価格の110％）

裏インコタームズ
（ソフト面）

ハード面の仕切りとは同様には
ならない。インコタームズの仕
切りとは関係なく範囲が及ぶ。

タームにおける工程内容に応じ
て労務費が発生。ただし、通常
はタームの仕切りとは関係無く
人件費が発生する。

トラブル処理をする為に、Fコス
トが発生。トラブルの内容に応
じてFコストも増加する。また、
物的損害と異なり、トラブルが
解決するまで発生し続け、上限
が無い。（ある意味無限）

リスク回収可能性 企業収益との関連性

通常のインコタームズ
（ハード面）

タームがどのように変化しよう
とも、海上保険の効力の範囲内
で有れば、リスク回収率はほぼ
一定。ある意味100％。（カバー
条件を満たした上で）

海上保険付保する場合、一定の
保険料を支払う事で対応するの
で、企業収益とはほぼ無関係。

裏インコタームズ
（ソフト面）

タームの変化に応じて、リスク
の回収率が変化する。

企業収益の余力で損害（Fコス
ト）を吸収する事が多い為、企
業収益に大きく依存する。
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７７７７．課．課．課．課        題題題題    

 

・今回注目したＦコストは、「人件費」に係るものだけであ

り、その他の「資材費」や「経費」などのＦコストについ

ても触れる必要がある。 

・ロスプリベンション自体の行為についても工数が発生す

るが、現時点では、この工数は本研究及びそれ以前の研究

においても、特段触れてはいない。 
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